
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  土地類似株式の譲渡                    

Ｑ：私はこの度、自社株を売却しました。

会社のほとんどは土地なのですが、こういう

株式は特別な取扱いがあるとか。どのように

なるのですか？                                      

                                              

Ａ：土地類似株式の譲渡として取り扱われ

ます。 

【解説】 

所得税では、次の①、②の株式で一定の要

件を満たすものを譲渡した場合は、土地類似

株式の譲渡として、土地を譲渡したものとし

て取り扱われます。 

 ①譲渡された株式等の発行会杜の総資産価額

の70%以上が、譲渡した年の１月１日におい

て、所有期間が５年以下の土地等である場

合のその株式等の譲渡 

 ②譲渡された株式等が、譲渡した年の１月１

日において所有期間が５年以下のもので、

かつ、その発行法人の総資産価額の70%以上

が土地等である場合のその株式等の譲渡 

  一定の要件とは、次のものをいいます。  

 イ. 譲渡をした年以前３年内のいずれかの時

において、その法人の株式又は出資の30%以

上をその法人の特殊関係株主等によって所

有されていたこと 

 ロ. その法人の株式又は出資を譲渡した人が

その法人の特殊関係株主等であること 

 ハ. その年においてその法人の特殊関係株主

等の譲渡した株式又は出資が、その法人の

株式又は出資の5%以上に相当し、かつ、そ

の譲渡をした年以前３年内の譲渡と合わせ

ると15%以上に相当すること 
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